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道路建設課，鹿児島県道路公社

指宿有料道路の料金改定に向けて同意議案を上程します

～Ⅱ期を全車種・全区間一律上限ワンコイン100円～

指宿有料道路のⅡ期（谷山ＩＣ～頴娃ＩＣ間）について，地域の

活性化や産業，観光振興につなげるための利用促進策として，全車

種・全区間一律上限100円に引き下げることといたします。

来る第２回県議会定例会に，本料金改定に係る同意議案を上程し

ます。

１ 料金改定内容

（Ⅱ期）

全車種・全区間一律上限100円（別紙）

※ 軽車両等（自転車など）は，一律10円

※ 回数券は廃止。障害者割引(割引率５割以内)は継続

２ 料金改定の時期

令和元年10月１日

３ 今後の進め方

道路整備特別措置法の規定に基づき，令和元年第２回県議会定

例会にて同意議決を得た後，鹿児島県道路公社が，国土交通省へ

有料道路事業変更許可の申請を行うこととしております。

【担当課】

道路建設課 課長 島田 公史

電話：０９９－２８６－３５３１(直通)
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指宿有料道路路線概要図



料金改定の内容
指宿有料道路 Ⅱ期 (谷山IC～頴娃IC)

※谷山IC～錫山IC間利用の軽自動車は50円（据置）
※軽車両等（現料金10～60円）は，全区間 一律10円。
※回数券は廃止。障害者割引は継続。

（別紙）

全車種・全区間 一律上限１００円

谷山 谷山

100 錫山 50 錫山

100 100 川辺 100 100 川辺

100 100 100 知覧 100 100 100 知覧

100 100 100 100 頴娃 100 100 100 100 頴娃

谷山 谷山

100 錫山 100 錫山

100 100 川辺 100 100 川辺

100 100 100 知覧 100 100 100 知覧

100 100 100 100 頴娃 100 100 100 100 頴娃

10/10区間 10/10区間

9/10区間 8/10区間

大 型 車 ( Ⅰ ) 大 型 車 ( Ⅱ )

引下げ区間 引下げ区間

引下げ区間 引下げ区間

改定後の料金　(令和元年10月１日～）

普 通 車 軽 自 動 車 等

谷山 谷山

100 錫山 50 錫山

250 150 川辺 150 100 川辺

410 310 160 知覧 260 210 110 知覧

630 530 380 220 頴娃 420 370 270 160 頴娃

谷山 谷山

150 錫山 430 錫山

370 220 川辺 910 480 川辺

640 490 270 知覧 1,510 1,080 600 知覧

960 810 590 320 頴娃 2,270 1,840 1,360 760 頴娃

現 行 料 金

普 通 車 軽 自 動 車 等

太字アンダーラインが料金引下げとなる区間

大 型 車 ( Ⅰ ) 大 型 車 ( Ⅱ )


